
注）
甚大な自然災害に限りの適
応となっており、農政局長
の承認が必要です。
県を通して局との協議にな
りますので、まず、市町村
と相談をしてください。

資料1

【災害復旧工事】
１箇所の工事費が
40万円以上のもの
（受益戸数が２戸以上）

【小規模災害復旧工事】
１箇所の工事費が
13万円以上～40万円未満のもの


